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１．高度感染症研究センター実験棟（BSL‐4施設）の

運用・安全管理対策の検討状況



長崎大学高度感染症研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則の制定

一種病原体等を取り扱うためには、感染症法に規定される「感染症発生予防規程」を整備
する必要がある。本学では既に「長崎大学生物災害等防止安全管理規則（以下「現行規
則」）」を二種～四種病原体等所持施設として当該規程として位置付けているが、一種病原
体等を取り扱うことを目指している実験棟においては、他の学内実験施設に比べ極めて厳格
な管理を行うべく、現行規則と別に実験棟に特化した規則を策定する必要がある。加えて、
実験棟の計画段階から継続して行っている地域連絡協議会において、地域住民から厳重な安
全管理体制による運用を要望されたことを基に、本学が地域住民に約束した事項を盛り込ん
だ規則とする必要がある。

以上のことを踏まえ、実験棟における病原体等の安全管理に特化した長崎大学高度感染症
研究センター実験棟生物災害等防止安全管理規則の策定を進めてきたところ、令和６年２月 
６日に正式に学内規則として制定したものである。

【現行規則との主な違い（ポイント）】

１ 一種病原体等取扱施設としての厳格な組織体制の構築 

２ 実験棟への立入制限の実施

３ BSL-4実験室を用いた実験に係る実験計画の事前審議 

４ 情報管理の徹底

５  実験棟において緊急事態が生じた場合の対応 

６  実験棟で実施する研究等についての情報公開 

７  当該規則に違反した職員等への罰則
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BSL-4実験室の施設設備の定期点検に係る検証

定期点検工程表の作成

一種病原体等取扱施設（＝BSL-4施設）は、感染症法にお
いて施設設備の基準を満たすことに加え、これらについて年
１回以上、定期点検を行うことが義務付けされている。本学
BSL-4施設においては、年に２ヵ月程度の実験停止期間を設
け、その期間に定期点検を行うこととしている。

この定期点検を安全かつ確実に実施するための体制構築
及び手順等について、実験機器の搬入を終えた昨年度より、
実験室の試験的運用を進めながらその検証を行い、今年度中
の策定を目指している。

検証事例１：専門業者による受変電盤の点検
（受配電用電気室）

検証事例２：専門業者による空調設備（CC-Link）の点検
（機械室） 5



実験棟における火災等を想定した訓練及び災害事故発生時の対応策の検討

消防署の指導の下、実験棟の機械室において火災が発生した
場合を想定した初動対応訓練、及び消火器・消火栓を用いた消
防訓練を実施した。

また、長崎市関係部署と本学関係職員により、実験棟の現場
を確認し、災害事故発生が生じた場合の対応の検討を行うとと
もに、対応マニュアルの作成について打合せを実施した。

引き続き、長崎市、消防署等に相談をしながら、災害事故発
生時のマニュアルの作成を進める。

関係者による対応マニュアルの打合せ

消防署職員による消火器の使用方法の説明
（実験棟内）

消火栓を用いた訓練
（実験棟敷地内） 6



実験棟において研究者の健康障害が生じた場合の対応に係る検討

BSL-4実験室内において研究者等の針刺し事故や体調不良等が
生じた場合に必要な対応（応急措置や緊急搬送、病院での措置 
等）について、長崎大学病院の関係部署（高度救命救急センター
や検査部、手術部、看護部等）のスタッフによる現場見学を行い、
具体的な対応策について説明・検討を実施した。

今後も病院と連携を行い、対応マニュアルを作成する等、健康
障害が生じた場合の対応策の整備を進める。

医師、看護師等と対応策について検討

実験室から倒れた者を搬出する場合に
用いる担架の検証

病院の医師等による陽圧防護服の
装着感や着脱についての実地確認

倒れた者の搬出経路にあるAED

（自動体外式除細動器）の
設置場所の確認・検証 7
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２．BSL‐4実験室の利用に係る教育訓練の

実施状況



BSL-4実験室の利用に係る教育訓練の実施状況（陽圧防護服に係る訓練）

本学のBSL-4実験室内においては、感染症法に基づき
陽圧防護服を着用した上で研究を実施することとなる。
この陽圧防護服の点検や着用、室内での移動等の基本 的
な取扱い方法を完全にマスターすることは不可欠である
。このため、諸外国BSL-4施設の事例等を参考に、陽圧
防護服の取扱い方法等のマニュアル案を作成するととも
に、本内容を教育訓練のカリキュラムに含め、習熟する
ための訓練を実施している。

気密テスターを使用した気密試験 エアホースの着脱による室内移動
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BSL-4実験室の利用に係る教育訓練の実施状況（病原体取扱いに係る訓練）

BSL-4実験室においては、BSL-3以下の実験室とは異
なり、陽圧防護服という非常に制約がある環境下で実
験を行うこととなる。

陽圧防護服のスーツグローブの下には二重のインナ
ーグローブを着用することとしており、通常と比較し
て操作しづらいことから、安全キャビネット内での手
技や各実験機器の操作について習熟するための訓練を
実施している。

安全キャビネット内での操作訓練

病原体を取扱う実験を想定した訓練
（講師とのマンツーマン形式で実施）

遠心機の使用訓練消毒薬を用いた試薬容器等の表面除染消毒

10



11

３．高度感染症研究センターにおける研究の
取組み状況



高度感染症研究センターにおける研究の取組み

12

文科省 共同利用・共同研究拠点「新興感染症制御研究拠点」

北海道大、東京大、岐阜大、名古屋大、島根大、長崎大、鹿児島大、国
立感染症研究所の研究者と、１２件の共同研究を実施（令和５年度）

AMED 新興・再興感染症研究基盤創生事業 
BSL4拠点形成研究（補助事業）
「国際的に脅威となる一類感染症の研究及び高度安全実験施設（BSL4）を
活用する人材の育成」

高度感染症研究センター８名の研究者に加え、北海道大、微生物化学研究所、
京都大、大阪大、奈良先端科技大学院大、愛媛大、長崎大の１１名の研究者が 
BSL-4病原体に関する研究を実施（令和５年度）

AMED ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業

シナジー拠点 長崎シナジーキャンパス（出島特区）のメンバーとしてワクチンの
研究開発を実施

国立感染症研究所と組織連携に関する覚書を締結

人的・技術的資源の交流を含む協力体制を構築
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４．地域理解の促進に向けた取組み



１．協議会の趣旨
地域住民に、感染症研究拠点整備に関する検討状況に関して情報

提供を行うとともに、地域住民の安全・安心の確保等について協議
をするため、長崎県・長崎市・長崎大学による協議会のもとに地域
連絡協議会を設置（平成２８年度）。

令和５年度からは、施設の竣工を受けこれまでの情報提供及び安
全・安心の確保等についての協議から、施設の運用状況や安全対策
及び災害対策等についての情報共有及び協議を行う場として、新た
な協議会にリニューアルした。

２．地域連絡協議会の構成員（令和５年４月時点）

(1) 近隣連合自治会長・自治会長（８名）

(2) 行政（５名） 長崎県、長崎市（保健部門、防災部門）

(3) 長崎大学高度感染症研究センター（５名）

(4) 有識者（３名） 医師、県医師会、弁護士

(5) その他三者連絡協議会が必要と認めた者（２名） 前公募委員

３．開催実績（令和５年度：計３回）

長崎大学高度感染症研究センター実験棟の運用に関する地域連絡協議会

令和５年１０月１７日（学長出席）

第１回 令和５年 ７月２４日
第２回

第３回 令和６年 ２月１３日
※ 平成２８年度に開始した従前の協議会から通算計４７回実施
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